
O
厚
生
労
働
省
告
示
第
十
九
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
)
第
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
性
感
染
症
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
(
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
五
号
)
の

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
一
月
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

せ
ん

前
文
中
「
尖
圭
コ
ン

ジ
ロ

!

マ」

を

せ
ん
け
い

「
尖
圭
コ
ン
ジ

ロ
1
7
」

γ
」
、

「
性
的
接
触
を
介
し
て
感
染
す
る
と
の
」

を
「

性
器
、

口
腔
等
に
よ
る
性
的
な
接
触

(
以
下

「
性
的
接
触
」

と
い
い
円ノ。

)
を
介
し
て
感
染
す
る
と
の
」

に
改
め
、

の

ペコ
c一一

を
削
り
、

「
皮
膚
粘
膜
症
状
」

の
下
に

「
、
咽
頭
の
違
和
感
」
を
加
え
、

「
こ
と
も
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
」

を

「
こ
と
が
問
題
点
と
な
っ
て
い
る
」

テ
」
、

I
 

「
性
的
な
接
触
」
を

「
性
的
接
触
」

に
改
め
、

「
状
況
と
し

て

は
、
」

の
下
に

「
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四

号
。
以
下

「法」

と
い
う
。
)
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
発
生
動
向
の
調
査
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
報
告
数
は
全
体
的

に
は
減
少
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、

引
き
続
き
」

を
加
え
、

ご
一
十
代
前
半
」
を

性
行
動
の
多
様
化
に
よ
り
咽
頭
感
染
等
の
増
加

「二

十
代
」

ア
」
、

「増
加
が
報

告
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
」
を
「
割
合
が
高
い
こ
と
や
、

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
」

?
」
、

「
性
感
染
症
の
予
防
に
は
、

正
し
い
知
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
注
意
深
い
行
動
が
重
要
で
あ

重
症
化
の
防
止
又
は
感
染
の
拡
大
防
止
が
可
能
な
疾
患
で
あ
る
」
を

「

り
、
早
期
発
見
及
び
早
期
治
療
に
よ
り
治
癒
、

(5)



性
感
染
症
は
、

早
期
発
見
及
び
早
期
治
療
に
よ
り
治
癒
、

重
症
化
の
防
止
又
は
感
染
の
拡
大
防
止
が
可
能
な
疾
患
で
あ

り
、
性
感
染
症
の
予
防
に
は
、

正
し
い
知
識
と
そ
れ
に
基
づ
く
注
意
深
い
行
動
が
重
要
で
あ
る
」

テ
」
、

「
感
染
の
可
能

性
」
を

「
感
染
す
る
又
は
感
染
を
広
げ
る
可
能
性
」

に
改
め、

「
近
年
増
加
が
報
告
さ
れ
て
い
る
」

を
削
り
、

「
(
平

成
十
一
年
十
月
厚
生
省
告
示
第
二
百
十
七
号
)
」
を

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
げ
以
下

「
(
平
成
二

十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十

一
号
)
」

?
」

、

「

「法」

と

い
v

フ
。
)
」

を

「法」

γ

」
、

「
民
間
団
体
等
」

「
教
育
関
係
者、

当
事
者
支
援
団
体
を
含
む
非
営
利
組
織
及
び
非
政

府
組
織
(
以
下

「

N
G
O
等」

と
い
う
。
)

を
等
」
に
改
め
、

「
感
染
症
は
、

後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
」

の
下
に
「、

B
型
肝
炎
」

を
加
え
、

「
進
ち
よ
く
状
況
」

を

「
進
捗
状
況
」

に
改
め
る
。

第
一
の
二
中
「
第
十
四
条
第
一
項
」

を

「
第
十
四
条
」

?
」
、

「
の
見
直
し
に
努
め
る
」
を

「
を
よ
り
具
体
的
に
示

す
」
に
改
め
る
。

第
二
の
一
中
「
使
用
」

の
下
に
「、

予
防
接
種
」

を
加
え
る
。

第
二
の
二
中
「
、

避
妊
の
効
果
の
み
な
ら
ず
」

を
削
り
、

「
と
な
る
」

の
下
に

「
性
器
及
び
口
腔
粘
膜
等
の
」

を
加

を

そ
の
効
果
と
と
も
に
、

正
し
い
使
い
方
等

の
具
体
的
な
情
報
の

」
に
改
め
、

「
都
道
府
県
等
は
、

コ

‘え、

「
で
あ
り
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
」

「
で
あ
る
が
、

コ
ン
ド

l
ム
だ
け
で
は
防
ぐ
こ
と

が
で
き
な
い
性
感
染
症
が
あ
る
こ
と
や
、

ン
ド

l
ム
の
」

及
び

「
捉
え
、

コ
ン
ド

l
ム
の
」

の
下
に

「
特
性
と
」

を
加
え
る
。

第
二
の
三
中

「
病
原
体
検
査
」

の
下
に

「
(
尿
を
検
体
と
す
る
も
の
を
含
む
。
)
」

を
加
え
、

「
と
し

つ
つ
、
都
道
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府
県
等
の
実
情
に
応
じ
て
」

を

「
と
し
て
、
」

に
改
め
、

「
の
試
行
」

を
削
り
、

「
当
該
受
診
者
及
び
性
的
接
触
の
相

手
方
に
対
し
」

を

「
当
該
受
診
者
に
」

に
改
め
、

「
説
明
し
」

の
下
に

「
、
支
援
す
る
と
と
も
に
、
当
該
受
診
者
を
通

じ
る
等
の
方
法
に
よ
り
当
該
受
診
者
の
性
的
接
触
の
相
手
方
に
も
必
要
な
情
報
提
供
等
の
支
援
を
行
い
」

を
加
え
る
。

第
二
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

対
象
者
の
実
情
に
応
じ
た
対
策

予
防
対
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、

年
齢
や
性
別
等
の
対
象
者
の
実
情
に
応
じ
た
配
慮
を
行
っ
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

例
え
ば
、
若
年
層
に
対
し
て
は
、

性
感
染
症
か
ら
自
分
の
身
体
を
守
る
た
め
の
情
報
に
つ
い
て
、
適
切
な
人
材

の
協
力
を
得
、

正
確
な
情
報
提
供
を
適
切
な
媒
体
を
用
い
て
行
い
、

広
く
理
解
を
得
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

そ

の
際
、
学
校
に
お
け
る
教
育
に
お
い
て
は
、
学
習
指
導
要
領
に
則
り
、
児
童
生
徒
の
発
達
段
階
及
び
保
護
者
や
地

域
の
理
解
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
保
健
所
等
は
、
教
育
関
係
機
関
及
び
保
護
者
等
と
十
分
に
連
携
し

、
学
校
に
お
け
る
教
育
と
連
動
し
た
普
及
啓
発
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、

女
性
は
、
解
剖
学
的
に
感
染
の
危
険
性
が
高
く
、

感
染
し
て
も
無
症
状
の
場
合
が
多
い
一
方
で
、

感
染

す
る
と
慢
性
的
な
骨
盤
内
炎
症
性
疾
患
の
原
因
と
な
り
や
す
く
、
次
世
代
へ
の
影
響
が
あ
る
こ
と
等
の
特
性
が
あ

る
。
そ
の
た
め
、
女
性
に
対
す
る
普
及
啓
発
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
者
の
意
向
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、

対
象
者

の
実
情
や
年
齢
に
応
じ
た
特
別
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

性
感
染
症
及
び
妊
娠
や
母
子
へ
の
影
響
を
性
と
生
殖
に
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関
す
る
健
康
問
題
と
し
て
捉
え
る
配
慮
が
重
要
で
あ
る
ほ
か
、

犯
罪
被
害
者
支
援
や
緊
急
避
妊
の
た
め
の
診
療
等

の
場
に
お
い
て
は
、

性
感
染
症
予
防
を
含
め
た
総
合
的
支
援
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
た
、

尖
圭
コ
ン
ジ
ロ

l
マ
に
つ

い
て
は
、

子
宮
頚
が
ん
と
と
も
に
、

ワ
ク
チ
ン
に
よ
っ
て
も
予
防
が
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

ワ
ク
チ
ン
の
効
果

等
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
方
、

性
感
染
症
と
し
て
最
も
権
患
の
可
能
性
の
高
い
性
器
ク
ラ
ミ
ジ
ア
感
染
症
は
、
男
性
に
お
い
て
も
症
状

が
軽
微
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、

感
染
の
防
止
の
た
め
の
注
意
を
怠
り
や
す
い
と
い
う
特
性
を
有
す
る
の
で
、

そ
の
ま
ん
延
の
防
止
に
向
け
よ
り
一
層
の
啓
発
が
必
要
で
あ
る
。

第
三
の
一
中
「
必
要
で
あ
る
」

の
下
に
「。

ま
た
、

若
年
層
が
受
診
し
や
す
い
環
境
作
り
へ
の
配
慮
も
必
要
で
あ

る
」
を
加
え
る
。

第
三
の

二
及
び
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
療
の
質
の
向
上

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、

医
師
会
等
の
関
係
団
体
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
診
断
や
治
療
に
関
す
る
最
新
の

方
法
に
関
す
る
情
報
を
迅
速
に
提
供
し
、

普
及
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

特
に
、
学
会
等
の
関
係
団
体
は
、

標
準
的
な
診
断
や
治
療
の
指
針
等
に
つ
い
て
積
極
的
に
情
報
提
供
し
、

普
及

を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
学
会
等
と
の
連
携
に
よ
り
、

様
々
な
診
療
科
を
横
断
し
て
性
感
染
症
の
専
門
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家
養
成
の
た
め
の
教
育
及
び
研
修
機
会
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

医
療
ア
ク
セ
ス
の
向
上

特
に
若
年
層
等
が
性
感
染
症
に
関
し
て
受
診
し
や
す
い
医
療
体
制
の
整
備
等
の
環
境
作
り
と
と
も
に
、

保
健
所

等
に
お
け
る
検
査
か
ら
、
受
診
及
び
治
療
に
結
び
付
け
ら
れ
る
体
制
作
り
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ま

た
、
検
査
や
治
療
に
つ
い
て
分
か
り
ゃ
す
い
資
料
等
を
作
成
し
、

N
G
O
等
の
協
力
に
よ
り
普
及
啓
発
を
行
う
こ

と
が
重
要
で
あ
り
、

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、

そ
の
普
及
啓
発
を
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
四
の
三
中
「
推
移
に
関
す
る
研
究
」

の
下
に

「
、
病
原
体
の
分
子
疫
学
や
薬
剤
耐
性
に
関
す
る
研
究
」

を
加
え
る
。

第
四
の
四
中
「
若
年
者
の
」

を
削
り
、

「
研
究
等
、
」

を

「
研
究
、

感
染
リ
ス
ク
や
感
染
の
防
止
に
関
す
る
意
識

行
動
等
を
含
む
」

に
改
め
る
。

第
五
の
一
中
「
か
ん
が
み
」

を

「
鑑
み
」

に
改
め
る
。

第
五
の
二
中
「
生
か
し
」

を

「
活
か
し
」

に
改
め
る
。

第
六
の
一
中
「
各
種
民
間
団
体
」

を

「

N
G
O
等」

?
」

、
l
 

「
保
健
所
の
」

を

〔
保
健
所
に
よ
る
」

ア

」

~

「
機
能
強

化

を

「
情
報
発
信
機
能
の
強
化
」
に
改
め
る
。

第
六
の
二
中
「
進
ち
よ
く
状
況
」

を

「
進
捗
状
況
」

に
改
め
る
。
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